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要 旨 
 
 日本の合計特殊出生率は 2002 年には 1.32 まで落ち込み、過去最低記録を更新

した。こうした日本の出生率の急激な低下は世界的にも類を見ない。急速な出

生率の低下が将来的にもたらすのは、生産年齢人口と従属人口とのアンバラン

スであり、一人当たりの社会保障負担を増大させるほか、長期的に経済成長に

対する悪影響も懸念されている。 
 本論文の目的は、主として経済学的観点から、日本の出生率の低下の要因を

分析した実証分析をサーベイし、政策的介入によって出生率回復に貢献できる

分野を模索することにある。 
 まず、日本の出生率の推移を時系列データから概観し、その趨勢をチェック

する。その結果、70 年代以後の出生率の低下は、主に未婚率の上昇によるもの

であり、第 3 子の出生数の減少、更に晩婚化・晩産化にも起因していることを

示す。続いて、若干の理論的研究と日本の出生率に関するこれまでの実証研究

の成果をまとめ、出生率の低下要因を解明する。さらに、これらの既存研究の

サーベイを踏まえて、急速な出生率低下を防ぐために政策的介入が可能な分野

を模索し、特に出産・育児と女性の就業を両立させるための政策に注目する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1．はじめに 
 
（日本の出生率の長期的低下傾向） 
 日本の合計特殊出生率の低下傾向は依然として続いている。2002 年には 1.32
まで落ち込み、過去最低記録を更新した。これは、有配偶出生率が横ばいで推

移する中で、有配偶率が低下していることによるものである。つまり、結婚す

るカップルあたりの子供の数はそれほど落ち込んでいないのに対し、新たに結

婚する人の比率が低下しているのである。 
また、コーホート別にみると、2002 年度には、20 歳代前半の夫婦出生力は回

復しているのに対して、1990 年代以降、20 歳代後半から 30 歳代後半にかけて

の夫婦出生力の低下が著しい（国立社会保障・人口問題研究所「結婚と出産に

関する全国調査」）。その結果、晩婚化が進展する中で夫婦の平均子供数は減少

する傾向にある。第二次ベビーブーマー世代が 30 歳代半ばに差しかかっている

にも関わらず、2002 年の出生数は 1,153,866 人であり、こちらも 1899 年以来の

過去最低記録を更新している。 
従って、現在の出生率の低下は、晩産化によりタイミングが遅れているだけ

で、完結出生数が減少するとは限らないというかつての楽観論を否定せざるを

えない状況に至っている。 
日本では粗出生率（出生数／総人口）が低下し始めたのは 1920 年頃であった

とされており、当時は 3.62%であった。粗出生率が低下し始めてから 2%を下回

るまでに、フランス及びスウェーデンでは 90 年、非常に人口転換が急速であっ

たとされるイギリスでも 40 年の年月を要した。日本が要した期間は更に短くわ

ずか 35 年であった。急速な出生率の低下が将来的にもたらすのは、生産年齢人

口（15 歳以上 65 歳未満）と従属人口（年少人口（15 歳未満）と老年人口（65
歳以上）の合計）とのアンバランスであり、一人当たりの社会保障負担を増大

させるほか、長期的に経済成長に対する悪影響も懸念されている。 
 従って、これまでの日本の出生率低下の要因を分析し、その政策的インプリ

ケーションを導くことは急務となっている。日本では、これまで出生率そのも

のを引き上げる政策自体にはコミットせず、出生率低下に歯止めをかけようと

する諸政策は社会福祉政策の一部として位置づけられてきた（厚生省（1998））。
実際、日本政府は、国連人口部による人口政策に関するアンケート調査4に対す

る回答によると、公式には出生率の引き上げ意図は否定している。しかし、第 2
次ベビーブーム世代が 30 歳代に差し掛かっているにもかかわらず、最近になっ

ても出生数の低下に歯止めがかからないことなどを受けて、本格的な政策介入

への要請が高まっている。 
                                                 
4 United Nations (2002)による。 



 
（本論文の目的と構成） 
 本論文の目的は主として経済学的観点から、日本の出生率の低下の要因を分

析した実証分析をサーベイし、政策的介入によって出生率回復に貢献できる分

野を模索することにある。出生率の回復が日本経済にどの程度のインパクトを

与えるのかについては、論者によって意見が分かれる（Kosai et.al. (1998)あるい

は内閣府（2003））。また、結婚や出産のような個人が決定する領域に政府が介

入するべきかについても議論の余地がある。しかし、ここではそうした問題に

は深くは立ち入らず、日本の出生率低下の現状を把握し、その経済的要因の分

析と政策的介入の効果について、関連した文献をサーベイしながら議論したい。 
 また、出生率が経済的側面だけではなく、日本社会全体に及ぼす影響につい

ても無視し得ず、出生率に関しては経済学的分析だけでなく、人口学、社会学、

生物学、歴史学など異なったアプローチが可能である。しかし、こうした視点

その重要性は十分認識しながらも、この論文では、経済学的分析に焦点をあて

て、サーベイを行う。 
 これまで出生率に関して、理論研究をサーベイした論文には、Hotz, Klerman 
and Willis（1996）“The Economics of Fertility in Developed Countries” Handbook of 
Population and Family Economics pp.275-347、あるいは、Arroyo and Zhang(1997) 
“ Dynamic microeconomic models of fertility choice: A survey” Journal of Population 
Economics, vol.10, pp.23-6 などのすぐれた論文がある。 
 日本についての実証研究の要旨を集めた文献として、植村尚史他（2002）が

ある。また、加藤（2001）は、人口経済学について理論と実証分析の全般につ

いて簡潔に要領よくまとめている。更に、日本を含めた世界人口の史的発展、

人口問題、人口統計、人口政策等の詳細は、日本人口学会（2002）にまとめら

れている。 
 本論文は、こうした先行研究を踏まえつつ、日本の出生率に関する実証研究

について、できるだけ最新の研究成果をフォローしつつ、特に政策的含意に焦

点を置きながら、サーベイを行っていくことにしたい。 
 以下では、まず、日本の出生率の推移を時系列データから概観し、その趨勢

を確認する。続いて、実証研究を中心に、日本の出生率の決定要因に関する既

存研究をまとめる。さらに、これらの既存研究を踏まえて、急速な出生率低下

を防ぐために政策的介入が可能な分野を模索する。 
 
 
 
 



2．出生率などの人口関係変数の長期的趨勢とその背景 
 
（日本の出生率の長期的動向） 
図表 1 は、戦前以降の日本の出生率の長期的な動きをみたものである5。日本

の合計特殊出生率6は、第二次世界大戦前の 1925 年には 5.11 であった。戦時中

の 1939 年に 3.74 まで低下し続け、1940 年には反転し始めた。終戦直後の第１

次ベビーブーム期（1947 年から 1949 年）には 4.54 であった。しかしその後急

速に減少し、約 10 年後の 1957 年には 2.04 となり、人口水準を保つことができ

る水準（人口の置換比率（replacement ratio））である 2.08 をはじめて下回った。

その後は 1966 年の「ひのえうま」まで、2 前後の水準で穏やかに推移した。 
「ひのえうま」の翌年の 1967 年以後再び横ばいで推移したものの、第 1 次ベ

ビーブームによって生まれた世代が出産期を迎える第 2 次ベビーブーム（1971
年から 1974 年）以降は、出生率は 2 を下回り、ほぼ一貫して減少し続けている。 
次に、より長期的なトレンドを把握するため、19 世紀後半以後の日本の人口、

粗出生率、粗死亡率の変遷についてもチェックしておく。 
図表 2 によると、日本の人口は 1870 年代7から今日に至るまでに 3 倍以上に増

加したことがわかる。ただし、この期間に「人口転換（demographic transition）」
が達成されたことで、人口増加のペースは次第に鈍化している。人口転換とは、

多産多死から多産少死を経て、少産少死にいたるパターンをたどることで、歴

史的に数多くの国で共通して見られる現象である。 
日本の人口転換はいつ起こったのか？粗出生率と粗死亡率の変遷をみると、

明治に入ってから低下し始めた粗死亡率は、1880 年代のコレラ、チフス、天然

痘等の伝染病の流行による一時的な増加を除いて、おおむね低下傾向にあった。

一方で、粗出生率は 1920 年に最高値である 37.3‰を記録するまで増加し続け、

多産少死へと移行したかのように見える。 
しかし、日本人口学会（2002）によると、実際には粗死亡率も 1920 年頃まで

増加し、第 1 次世界大戦後急速に減少に転じたという8。粗出生率と粗死亡率の

低下はほぼ同時期であることから、日本は人口転換の典型的なプロセスには従

                                                 
5 日本及び諸外国の出生率の長期的な趨勢については、加藤（2001）が詳しい。 
6 合計特殊出生率(total fertility rate)とは、ある年の人口について、再生産年齢（ここでは 15
～49 歳をとる）にある女子の年齢別特殊出生率を算出し、それら各年齢の特殊出生率の合
計値をもって表すものである。この指標は、算定された年齢別特殊出生率に基づいて、1 人
の女子が再生産年齢を経過する間に子供を生んだと仮定した場合の平均出生児数である
（国立社会保障・人口問題研究所ホームページより引用）。 
7 1872 年に明治政府が実施した人口調査によると、調査漏れの見積もり数を加えて 3480 万
人であった。ただし、少なくとも 1887 年までは死産の届出義務が無いことなど集計方法に
欠陥があり、統計としての信頼性に欠ける。日本人口学会（2002）を参照。 
8 図表 2 で扱ったデータは、大戦中の死亡者数を含んでいない。 



わなかった国の一つであるといわれる。大淵・森岡（1981）、加藤（2001）によ

ると、日本の人口転換は、統計的な検定の結果、粗出生率の時系列推移に構造

変化が確認された 1938 年頃であったとされる。 
第 2 次大戦後の 3 年間の急速な出生率の増加（第 1 次ベビーブーム）を経験

した後、1947 年から 1960 年の期間において粗出生率は 33.5‰から 16.8‰へ、粗

死亡率は 14.6‰から 7.6‰へ、急速に低下した。その後、粗出生率は第 2 次ベビ

ーブーム（第 1 次ベビーブーム世代の出産）による半転を除いて、低下しつづ

けている。戦後の時系列データについて統計的な検定を実施すると、1970 年頃

に構造変化が確認される。これは「第 2 の人口転換」（the second demographic 
transition）と呼ばれる9。つまり、戦後の出生率の低下は、1970 年頃から一段と

低下し始めたのである。 
 
（戦後の出生率低下の要因１：有配偶出生率の低下） 
 では戦後の出生率低下の原因は何なのだろうか？ 
 まず、有配偶出生率の低下があげられる。これをチェックするために、順位

別出生届数の変化に注目する（図表 3）。出生順位とは，同じ母親がこれまでに

生んだ出生子の総数について数えた順序である。 
 まず明らかなのは、1950 年代において第 4 子以降の届出が急激に減少してい

る。1950 年時点で、全体の約 2 割弱を占めていた第 5 子以降の届出は、1960 年

には約 4%、1970 年には 1％弱まで急激に低下している。こうした有配偶出生率

の低下こそが 60 年代までの急速な出生率の低下の大きな要因であった。一方、

70 年代以後については、有配偶出生率はほぼ横ばいで推移している。 
このうち、第 3 子については 1960 年代後半に一度回復し、20 万件以上を維持

していた。しかし、90 年代に入ってから再び減少の一途を辿っている。これに

対し、第１子、第 2 子の数は近年下げ止まる傾向をみせている。 
つまり、有配偶出生率が70年代以後横ばいで推移している中で、90年代以後、

第 3 子出生の減少が出生率を押し下げる一因になっている。小島（1995）は、

第 3 子出生の減少の要因として、結婚時期が 1975 年以降であること10、非農村

地域に居住していること、妻の年齢が高いこと、妻が第 2 子出産時に退職して

いること等が統計的に有意であることを明らかにしている。 
第 3 子の出生要因は政策的に重要であるにも関わらず、これに関する実証分

                                                 
9 阿藤（2000）など参照。 
10 この分析では 1992 年までの結婚コーホート別（1969 年以前、70－74 年、75－79 年、80
－92 年）の分析を実施している。その結果、80 年以降のコーホートのほうが、75 年以降の
コーホートよりもさらに第 3 子の出産確率が低い。要因分析の結果から推測すると、90 年
以降のデータを用いれば、この時期に結婚した世帯の第 3 子の出生の落ち込みが更に激し
くなる可能性がある。 



析の蓄積が余りに乏しい。小島（1995）の実証結果に基づけば、特に第 2 子出

産のために退職し、収入が減少することが、第 3 子の出産確率を低めているか

否かを検証することは政策的にも重要であろう。特に 1990 年以降のデータを用

いた実証分析が急務である。 
 

（戦後の出生率低下の要因２：婚姻率（有配偶率）の低下） 
しかし、出生率の低下は、一人の女性が出産する子供数の減少だけによって

もたらされるわけではない。もう 1 つの重要な要因は婚姻率（有配偶率）であ

る。そこで、合計特殊出生率の要因分析を行ったのが図表 4 である。 
これによると、1980 年代以降は有配偶者の出生率はむしろ穏やかな増加傾向

にある。同時に、有配偶率（婚姻者が全人口に占める割合）が大きく低下して

いることによって、出生率が低下していることが確認できる。いいかえれば、

結婚しない人口が急速に増加することによって、日本の出生率は急速に低下し

ているのである。ちなみに、この要因分解からも、90 年以降の第 3 子の減少が

出生率をやや押し下げている姿を確認できる。 
少なくとも最近まで、日本では、出産は婚姻を前提にしているといってよい。

そのため婚姻率の減少は直接的に出生率の低下に結びつく。ただし、日本の婚

姻率について議論する際には、統計に出てこない内縁関係の影響を無視できな

い。また、婚姻の届出については、出生や死亡の届出と異なり提出期限が定め

られていない。こうした要因は、婚姻率と出生率の相関関係を分析する際に大

きな障害となるにせよ、婚姻率は出生率の主要な決定要因であることは間違い

ない。 
そこで、婚姻率と出生率との時系列的な関係を見たのが図表 5 である。これ

によると、粗出生率と粗婚姻率11は連動していることが確認できる。特に、粗婚

姻率と第 1 子粗出生率は密接に相関している。粗婚姻率は 1971 年をピークにが

急速に減少し、それに伴って粗出生率も減少している。実際、上の図表 4 と照

らし合わせてみると、70 年代における粗出生率の低下分－0.39 のうち－0.24 が

粗婚姻率の低下によるものである。80 年代以降は既婚者の出生率は回復する傾

向にあるものの、婚姻率の低下により、出生率低下が引き起こされていること

は前述のとおりである。 
 
（戦後の出生率低下の要因 3：晩婚化と晩産化） 
次の図表 6 は、夫と妻の初婚数（各届出年に結婚生活に入った年齢階層別人

                                                 
11 粗出生率（Crude Birth Rate）は人口千人当たりの年間出生数（通常、千分率（パーミル）
であらわす）、粗婚姻率（Crude Marriage Rate）は人口千人あたりの年間婚姻件数と定義され
る。 



口）の時系列的変化である。80 年代以降の婚姻率の低下には晩婚化の影響が強

い。 
まず、妻の初婚数は、やはり 70 年代以降急速に減少し、その変化に連動する

ように 20－24 歳における女性の初婚率は急速に減少している（図表 6－1）。80
年代後半においては、20 代後半の初婚数が 20 代前半を上回っている。従って、

この時期において「結婚適齢期」が 20 代前半から後半にシフトし、「晩婚化」

が進んだといえる。さらに、この時期から全体の初婚率は、20 代前半よりもむ

しろ 20 代後半と連動している。 
一方、夫の初婚数については、妻と異なり、20 代後半が一貫して最も高く、

夫の晩婚化はそれほど進展していない（図表 6－2）。そのため、夫婦の初婚時の

平均年齢は縮小する傾向にある。30 代前半の初婚率は高まっていく傾向にあっ

たものの、ほぼ横ばいで推移している。 
晩婚化が出生率を低下させるかどうかについては、次節で取り上げる。ここ

では平均初婚年齢と第 1 子出生時平均年齢の関係を確認しておく（図表 7－1）。
これによると、「晩婚化」と並んで「晩産化」が顕著であることが見てとれる。

この晩産化が出生率低下の一因であることは確かである。つまり、世代が若く

なるにつれ出産数そのものが減少しているのに加え、出産のタイミングが遅れ

ている可能性がある。 
 しかし、妻の年齢別に夫婦の平均出生数を見ると、1990 年前後には 20 歳台後

半から 30 歳代前半で低下がみられ、90 年代半ばには 30 歳台後半にも低下が見

られ始めた。2000年前後では、20歳台では低下傾向に歯止めがかかったものの、

30 歳台では低下が続いている（図表 7－2）。従って 30 歳代後半の出生力の低下

は、単にタイミングが遅れているだけではなく、完結出生数も減少する可能性

を示唆している。 
また、晩産になるほど妊娠確率が低下する。妊娠確率は 20 代前半で最盛期を

迎え、20 代後半より次第に低下し、35 歳時点で最盛期の 75％程度に低下すると

言われている。晩産化は出産の生物学的制約を大きくすることになる（大淵・

岡田（1996）12）。 
 
（出生コーホート別出生率の動き） 
 こうした動きを見るためには、世代別に出生率の動きを追跡調査する必要が

ある。そのため、人口学で一般的に用いられるのは「出生コーホート」別の出

生率である。出生コーホートとは、任意の年に生まれた世代集団を指しており、

その集団の追跡調査が可能になる。この考え方を応用して、図表 8 のように、

妻の年齢別出生率から「累積出生率」を導き、ある世代が平均して生涯で何人
                                                 
12 特に佐藤龍三郎「生物人口学」（第７章）を参照。 



の子供を出産したかが明らかになる。 
 これによると、49 歳までに出産した子供の数は、累積ベースでは、1930 年生

まれから、1950 年生まれまでそれほど大きな違いは見られない。晩産化の傾向

は見られるものの、1950 年以前に生まれた女性は、49 歳までに平均 2 人の子供

を出産していた。しかし、35 歳までの累積出生率をみてみると、はっきりとし

た減少傾向がみてとれる。1965 年生まれの場合、35 歳までに 1.46 人の子供しか

出産していない。これは 1955 年生まれの場合、35 歳までに 1.89 人を出産して

いたのと比較すると急激な低下である13。 
 さらに、30 歳までの累積出産率は、世代が若くなるにつれ低下が著しい。こ

れほど急速に累積出生率が低下しているのは、晩婚化・晩産化によって単に出

産時期が遅れているだけでなく、未婚化及び世帯あたりの子供数の減少が影響

しているのは明らかである。 
更にコーホート別の平均出産数の減少だけでなく、コーホートの人口自体も

世代が若くなるにつれ減少している点にも当然ながら留意しなければならない。

第 2 次ベビーブーム世代は、既に 2001 年度における第 3 子の平均出産年齢（32．
6 歳）を過ぎている。従って、仮にコーホート累積出生率が減少しないとしても、

出生率は減少していくのである。 
以上、日本の時系列データを概観しながら、出生率低下の要因について概観

した。まとめると、1970 年頃までの出生率の低下は、有配偶出生率の低下の要

因によるものであった。一方、1970 年代以後の出生率の低下は、主に未婚率の

上昇によるものであり、第 3 子の出生数の減少にも起因している。さらに 80 年

代後半以後、晩婚化・晩産化が進展しており、出生率をさらに低下させている。

97 年時点における晩産化による出生率の低下分は 0.26 程度と推定している（廣

島（1999））14。 
 次節では既婚世帯の子供数の減少や婚姻率の低下のメカニズムについて議論

するため、理論研究を踏まえつつ、主に経済的要因に注目した実証分析をサー

ベイする。 
 
 
 
 
 

                                                 
13 2001 年度では、第 2 子の平均出産年齢は、30.53 歳、第 3 子は 32.59 歳、第 4 子でも 34.33
歳である。 
14 1997 年における合計特殊出生率 1.39 と 1965－70 年生まれコーホートの累積出生率の差
が 0.26 である。 



3．出生率決定要因に関する研究のサーベイ 
 
 本節は、特に日本の出生率の低下に関する実証分析を中心に、先行研究を整

理する。以下では、まずその背景として、出生率の決定要因に関する理論的な

研究をごく簡単にまとめる。その上で、政策的含意を得るために、出生率を決

定するとされる様々な経済的要因について、できるだけ要因ごとに分けながら

日本の実証研究を取りまとめる。 
 
3－1. 理論研究の簡単なサーベイ 
 
（人口経済学の誕生と出生率の決定理論の動機） 
 人口と経済発展との関係については、Malthus 以来膨大な先行研究がある（加

藤（2001）第 1 章参照）。中でも人口変動、特に出生率決定要因の分析を経済学

の一分野として扱う「人口経済学」が誕生したのは 1950 年代とされる。中でも、

先駆的な役割を果たしたのが、ライベンシュタイン（H. Leibenstein）、シカゴ・

グループのベッカー（Becker）及びペンシルバニア・グループのイースタリン

（R.A. Easterlin）といった人々である。 
 本論文は日本の実証研究に焦点を置くため、こうした学説の整理は他に譲り

たい。極めて簡略化すれば、これらの研究は大きく 2 つの点で共通している。 
 1 つ目は、経済発展に伴って出生率が低下するという現象を解明することが強

い動機付けとなっている点である。前節では、戦後の経済発展のもとで、日本

では、まず家計当たりの子供数が減少し、次に婚姻率が低下したことを確認し

た。しかし、これは日本だけに限った現象ではない。出生率と所得水準の関係

をみると、クロス・カントリー、タイムシリーズのいずれのデータを用いても

負の相関が見出されるのである（図表 9）。 
 ２つ目は、出生率の主要な決定要因として、結婚と出産に関する家計の意思

決定を明示的に盛り込んだ点である。もちろん出生率には生理的な制約、避妊

技術の発達や出産医療の進歩等によっても影響を受けるものの、家計の意思決

定が出生率決定にとって重要なのは確かであろう。 
従って、こうした先駆的研究も、子供を得ることによる効用を含む家計の効

用関数を仮定し、一人あたり所得の上昇が、効用の変化を通じて、出生数に与

える影響をモデル化したものが多い。 
先駆的研究の 1 つであるライベンシュタイン（H. Leibenstein）の効用・不効用

仮説では、子供の効用を、消費効用（愛玩効用）、労働効用（所得効用）、保障

効用の 3 つに分けて、1 人当たり所得の上昇に伴って、後 2 者の効用が低下しす



るため、出生率の低下がもたらされるとしている15。 
 
（質・量モデルとその展開） 
 出産に関する意思決定に標準的なミクロ経済理論を応用した先駆的な研究の

一つとして挙げられるのが Becker(1960, 1991)である。彼の議論は、いわゆる質・

量モデル（Quality-Quantity Model）として知られ、後世の研究に多大な影響を与

えたことはよく知られている。 
 Becker によると、出産する子供の数と、子供一人当たりのシャドープライス16

は家計にとって内生的に決定されるため、両者はトレードオフの関係にある。

先進国において広くみられる出生率の低下は、子供の「量」（子供の数）に対す

る需要の所得弾力性が子供の「質」に対する需要の所得弾力性を下回ることに

よって説明できる。つまり、所得が高くなると、親は子供の数を増やすことよ

りも、一人の子供により高い教育を受けさせることなどを通じて、子供の「質」

を高めようとする。実際、消費支出に占める教育関係費の割合はこの 30 年で 2
倍に増加している。こうした教育を通じた子供の「質」への投資が子育てのコ

ストを大きくし、子供の数を減少させる一因となっている（内閣府（2003））。 
 さらに、この Becker の考え方を拡張し、家計内生産や時間配分、さらに市場

活動との関係を明示的に組み込んだのが Willis(1973)である。彼は、それぞれの

家計が与えられた所得のもとで、育児コストと子供から得られる効用を比較し

て最適な子供の数を決定するモデルを構築した。彼の研究は出生に関する静学

的な一般均衡モデルを完成させたとされる。この論文も、子供の「質」と「量」

に関するトレードオフについての古典の一つである。 
 特に、Willis は子供の質が重要視される理由として、女性の労働参加によって

出産・育児から生じる機会費用が増加するメカニズムに注目している。高所得

国では女性の機会費用も大きいはずであり、それが出生率低下の要因になりう

る。内閣府（2003）の試算によると、大学卒の女性が 28 歳で出産のために退職

し、34 歳で職場に復帰する場合、就業を継続した場合に比べて、児童手当ある

いは所得控除等の収益を除くと約 8500 万円の所得が失われるという17。Willis
のモデルは、こうした機会費用を減少させることができれば、出生率の低下を

                                                 
15 詳細は加藤（2001）を参照。ライベンシュタインの議論は 3 人目以後の「付加的な」子
供に当てはまり、2 人目までには当てはまらない。 
16 子供一人を養育するために発生するコストであり、具体的には養育費と出産・育児のた
めの機会費用である。 
17 退職前の職場に復帰できた場合であり、大卒者がパートタイマーとして労働市場に復帰
した場合では、約 2 億 3,800 万円の機会費用が発生する。また、加藤（2004）によると、
全学歴の女性についてパートタイムで労働市場に復帰する場合、出生に関する平均機会費
用は約 1 億 200 万円、結婚の機会費用は約 2,500 万円と推計している。 



抑えることができることを示唆している。 
 質・量モデルは、その後 Becker and Lewis(1981)や Becker (1988) で展開され、

出生行動の内生性を組み入れたマクロ動学モデルへと発展していく。 
 
（世代間所得移転と出生行動に関する理論研究） 
出産行動に関する理論は、しばしば世代間所得移転と関連付けて研究されて

きた（Becker and Barro(1988)あるいは Barro and Becker(1989)）。親の子供に対す

る利他心（altruism）を組み入れた「世代間モデル」では、親の効用水準は、出

産する子供数と子供の消費水準に依存するという仮定する。つまり、親の効用

関数の中に子孫の効用関数が含まれており、親は自分の子孫の効用を最大化さ

せるように所得移転や出産行動を決定する。 
このモデルに従えば、子供の経済的負担が大きくなることが予想される場合

には親は出生を抑制する。西村（1992）によると、例えば賦課方式の年金制度

においては、出産して自分の子供に負担をかけるよりも、他人の子供から年金

を受け取った方が合理的であるという結論が導かれる。 
 
（人的資本理論を応用したモデル） 
 また、Becker, Murphy and Tamura (1990)は、人的資本についての収益が社会全

体で増加している場合、親は子供一人当たりの人的資本により投資するより、

出生率が低くなると主張する。大学を卒業することが卒業しない場合に比べて、

将来の所得を大きく変化させるならば、子供の数を少なくすることは直感的に

も明らかであろう。人的資本の蓄積と出生率に応じて、経済成長には二つの均

衡がある。一つは、高出生率で所得と人的資本の蓄積が進まない「低位均衡」

と、低出生率で所得と人的資本が一定に蓄積し続ける「高位均衡」である18。 
 実際、Barro(1991)に代表されるように、クロス・カントリーデータを用いて

分析をすると、出生率と一人当たり GDP との間には負の相関があり、教育水準

を一定とするならば所得水準は収束する傾向があることが実証されている19。日

本も含めて先進国では、飛躍的な経済成長を遂げる時期に先行して家計当たり

の子供数が減少している20。この時期に一人当たりの子供に多くの投資がなされ
                                                 
18 Lucas（1988）は、人的資本の蓄積が進んだ先進国では、高い人的資本を持った労働者同
士が協同することで外部効果が生じるため、生産関数の規模に関する収穫逓増が成立し、
人的資本を蓄積し続ける誘引が常に存在し続けると議論している。 
19 彼は初、中等就学率と一人当たり GDP 成長率の間にはプラスの相関があるという実証し
ている。1960-85 年の一人当たり GDP 成長率と、60 年時点での一人当たりＧＤＰは負の相
関が見出されたことから、所得が低い国ほど GDP 成長率は高く、就学率が一定であるなら
ば、全ての国の所得が同じになる傾向があるとしている。 
20 Yamauchi and Senda (2003)は、1910 年時点の日本の農村部（新潟県、茨城県）における教
育投資の決定要因を分析し、出生率が低い村落ほど、就学率が高く、男女の就学率の格差



るようになり、その後に続く経済成長の原動力の一つになった可能性が高い。

以上の理論に基づけば、出生率の低下は経済発展の必然的結果という側面があ

ろう。 
 Schultz (1973)によると、ベッカーに代表されるこうしたシカゴ・グループの特

徴は、人的資本理論（Human Capital Theory）、時間配分の理論（Theory of the 
Allocation of Time）、家計内生産関数（Household Production Function）といった概

念の導入、さらに、消費選択と家計内生産を同時決定する主体としての合理的

な家族観にまとめられるという。 
 
（相対所得仮説とその展開） 
 一方、低成長の場合出生率が低下するという現象を理解する上で一助になる

のが Easterlin(1969, 1973)に代表される相対所得仮説である。これは、世代間の

生活水準の格差が出生率に対して影響するという仮説であり、子供の世代が、

親世代以上の生活水準を維持しようとする心理に注目している。出産・育児の

シャドープライスが大きく、子供を多く出産することによって自身の親世代以

上の生活水準が維持できないと判断する場合、子供の数を減らそうとする。逆

に経済が成長している場合、親世代の生活水準を維持することが容易であるた

め、出産の抑制要因が小さくなる。 
 しかし、経済が低成長の場合、出産や育児の機会費用も低くなる。同時に雇

用機会にも恵まれていないため、仮に結婚・出産か就業かという二者択一の問

題を前提にするのであれば、就業よりも結婚を選択するインセンティヴは大き

くなるはずである（代替効果）。一方、所得が低下した場合には子供を育てるこ

との経済的負担が大きくなり、所得効果によって出産は抑制されるはずである。 
 このように、所得の変化が結婚・出産行動に与える影響を検証する場合、子

育ての機会費用の変化による代替効果と、家計所得の変化による所得効果の 2
つの経路が存在し、全体としての効果は、両者の大きさに依存することになる。 
 
（結婚の意思決定に関する理論分析） 
 これまでみてきたのは子供数の決定要因を分析した理論研究であった。しか

し、前節でみたように、日本では 70 年代後半からはむしろ晩婚化、あるいは未

婚化による影響が出生率低下の大きな要因となっている。そこで、Becker（1973）
の結婚の意思決定に関する理論研究の分析結果を、日本の現状と照らし合わせ

てみる。 
 Becker は、結婚することによる利益がその損失を上回るときにのみ個人は結

                                                                                                                                               
は縮小する傾向にあることを明らかにしている。 



婚する21という仮定から出発し、3 つのタイプの結婚の利益を想定している。第

1 の利益は、夫婦の分業によるメリットである。仮に女性のほうが家事労働に比

較優位があるならば、労働市場において男性と女性の生産性が全く同じであっ

たとしても、男性が家の外で働くことに合理性が生まれる。つまり、互いによ

り得意な分野に特化することで、家計全体としての生産活動は効率化される。

第 2 は、2 人で一緒に生活することによりスケールメリットが働き、生活のコス

トが軽減されるという利益である。第 3 に、子供や性的満足のように結婚する

ことによって得られる特殊な財が存在する。 
 しかし、こうした結婚の利益のうち多くは、現代においては必ずしも妥当し

ない。まず分業についてのメリットについては、産業構造の変化に伴って、男

性にとって比較優位があるとされる肉体労働を伴う労働の機会は減少している。

さらに、ホワイトカラーについてもオイルショック以降男女の賃金格差は縮小

している。また、家電製品の普及に伴って、女性が家事労働に特化する合理性

は乏しくなっている。また、共同生活によるコストの軽減についても、住居費

等については現在でも同居によるコストの削減効果が大きいと考えられるもの

の、親と同居している独身者にとっては、結婚により経済的な生活水準が低下

するケースのほうが多いとみられる。その場合、結婚することによるスケール

メリットは、結婚しないで親と同居することのメリットを上回ることはない22。

以上から、結婚することの経済的メリットは過去に比べて乏しくなっていると

推測できる23。 
 しかし、婚姻が出産のための前提となっている日本では、現在までのところ

子供だけは結婚によってのみ得られる特殊な財であり、結婚の利益とみること

ができるであろう。実際、子供を持つことに対する魅力が減少していない。 
 図表 10－1 は、初婚同士の夫婦を対象とした「予定」子供数に関する意識調

査（「出生動向基本調査」）の結果を示している。これによると、どの年齢層で

も 2 をやや上回っており、1977 年と 2002 年で大きく変化していない。この期間

で婚姻率が急速に低下したことが出生率低下につながったことは第 2 節でも確

                                                 
21 Becker のモデルにおいては、単独で市場労働と家庭内生産を行う場合の効用が、夫婦二
人で実施する場合の効用を上回った場合にのみ結婚が実現する。結婚した家計においては
賃金率が単位時間当たりの限界家庭内生産が男女間で等しくなっている。 
結婚行動を分析した経済学理論には、結婚の利益に注目した理論の他に、結婚相手のサ

ーチングに焦点を当てた理論や「期待生活水準仮説」に基づく理論等がある。この点につ
いての理論研究のサーベイとしては中村（1999）を参照。 
22 前述の相対所得仮説に基づいて、結婚前後の生活水準を維持しようとするインセンティ
ヴに注目すると、相対的に裕福な親と同居していた場合は出産する子供の数も減少すると
いう結論が導かれる。 
23 金谷・吉田（2003）は、離婚のコストの高さが結婚のインセンティブを低めると指摘し
ている。 



認した。 
 しかし、仮に子供を持つことが結婚することの主要な目的の一つであるなら

ば、子供を持つことを妨げる要因が強まることで、結婚から得られる利益も減

少することになる。例えば、結婚を選択する時点で、子供の養育費が高すぎる、

育児施設に対する不満や不安といった認識が結婚行動に影響をしている可能性

がある。また、自分が同じ仕事を継続できるかどうか、勤め先の企業が十分な

育児支援を行っているかどうかなどを考慮している可能性も小さくない。 
 もしこのような状況が当てはまるとすれば、近年の出生率低下を婚姻率の低

下という政策的に介入が難しい現象としてみなすのではなく、出産・育児の阻

害要因の結果とみなすべきであろう。これについては次節において実証結果を

踏まえて改めて検討する。 
 更に Easterlin(1969)は、自分の職業生活の安定がしばしば結婚の前提条件とみ

なされ、職業生活が不安定であれば結婚行動が抑制されることを指摘されてい

る。女性にとって安定したキャリアを確立することが男性に比べて難しい現状

が、女性の晩婚化、あるいは未婚化の一要因になっている可能性がある。既婚

女性の育児と子育ての両立支援だけでなく、未婚女性が安定したキャリアを確

立できるように、働きやすい環境を整備することが出生率と関わっていること

にも留意する必要があろう。 
 さらに重要な点として、家計が出産する子供数は 70 年代後半以降、常に理想

子供数を下回っている（図表 10－2）。少子化は財政負担を通じた社会的コスト

に結びつくというマクロレヴェルの問題であるのと同時に、子供を生みたくて

も生めない家計が多い24というミクロレヴェルの問題もある。 
 以上のように、出生率の低下は家計の合理的な選択の結果として引き起こさ

れるという側面がある。従って、子供を産むことについての基本的な考え方（子

供は私的財か、公共財か）はさておき、子供を生みたいと考えている家計にと

って、出産に関する現在の環境・制度などが、その選択を妨げないよう、阻害

要因を取り除いていく必要があろう。 
 現代の先進諸国は、子供数の減少による出生率の低下、そして未婚率の増加

による出生率の低下を超えて、さらに出生率の低下が進行している。次に、こ

のような出生率の著しい低下がどのような要因によってもたらされるのかにつ

いて、日本の実証研究結果をサーベイする。 
 
 

                                                 
24 津谷（1999）は、多変量解析の結果から、理想子供数と実際の子供数の格差を生じさせ
ている要因として、妻の就業、都市に在住、親との同居の 3 つの影響が大きいと分析して
いる。 



3－2. 日本の出生率に関する実証研究のサーベイ 
 
 出生率低下の原因として、しばしば議論されるのは、(1)女性の就業と賃金上

昇による機会費用の増大、(2)子育て費用の増加、(3)成人した子供から親への所

得移転の減少25といった古典的な理論研究で説明された要因である。それに加え

て、(4)都市部の狭い住宅事情、(5)核家族化の進行の下で、子供の面倒を見てく

れる祖父母・親戚の不在、(6)日本の雇用慣行により女性の就業と育児の両立が

困難といった問題があることが指摘されている。さらに、(7)保育サービスの不

足、(8)育児支援を目的とした企業支援が脆弱、あるいは(9)児童手当制度のあり

方など、政策的に介入が可能であり、議論の余地が残されている問題がある。 
 以下では実証研究を参照しながら、出生率の決定要因を 1 つ 1 つ探っていき

たい。本節では、(1)から(6)までのトピックについて、日本の実証分析をサーベ

イする。政策に密接に関連する(7)から(9)までのトピックは、次節で取り上げる。 
 
（Butz and Wardモデルの検証） 
まず、理論モデルから導かれる女性の就業や賃金上昇に伴う機会費用の増大

が出生率に与える影響を実証するために、しばしば用いられる代表的な方法の 1
つが Butz and Ward(1979)を修正したモデルである。具体的に、モデルの構造は次

の通りである。 

fmmfmm WKYYKWKYKYKB lnlnln)1(lnln 32103210 γγγγββββ +++=+−++=  

ここで、B は合計特殊出生率、 mY は夫の平均賃金、 fW は妻の平均賃金、K は

労働力率(妻の労働力率の代理変数)である。 
理論的研究によれば、妻の賃金の上昇は出産に関わる機会費用を増加させ、

出産を低下させる（代替効果）のに対し、夫の賃金の上昇は出産を促進する（所

得効果）。上の式の第 2 項、第 4 項が、妻が雇用されている世帯の所得が出生率

に対して与える効果を推計しており、第 3 項は妻が雇用されていない世帯が出

生率へ与える影響を推定している。パラメータの符号条件は、上で確認した代

替効果と所得効果から 0,0,0 3322211 <=>=>+= γβγβγγβ で与えられる。 

Butz and Ward はこのモデルがパラメータの符号条件を満たし、アメリカの戦

後における出生動向に関して高い説明力を持っていることを示した。 

                                                 
25 これは、子供の「投資財」としての魅力が減少していると解釈できる。つまり社会保障
の充実は、将来的に子供に養ってもらうために子供を生むインセンティヴを小さくした側
面もある。 



 日本では、Ogawa and Mason(1986)など Butz and Ward モデルを応用した実証研

究が多数蓄積されている。Ogawa and Masonは丙午をその年だけが１となるダミ

ーを用いてコントロールし、賃金の算出における統計上の問題26を克服するべく

モデルを改良し、1966 年から 1983 年のデータを用いて理論と整合的な結果を得

ている。 
 しかし同時に、このモデルを日本の長期データをあてはめた実証研究では、

理論と整合的な結果が得られないという研究もある。例えば、Ohbuchi(1982, 
1988), 今井(1996)はそれぞれ 1950 年から 1983 年、1968 年から 1994 年のデータ

を用い、妻の賃金が出生率に与える影響が有意に正となるなど、理論と整合的

な結果は得られなかったとしている。加藤（2001）は、（１）系列相関の処理の

問題、（２）貨幣単位によるモデルの不安定性、（３）共和分の不在、（４）デフ

レータの選択による結果の相違などを指摘し、このモデルが脆弱であると結論

付けている。 
 しかしそれでも、Butz and Ward モデルはマクロデータを用いた出生率の実証

分析の古典的モデルであることは確かである。この枠組みを基本として、世代

別平均賃金、男女別平均教育支出、平均住宅支出、年金等の世代間所得移転、

保育施設比率等を説明変数に加えた実証研究が多数蓄積されている。 
 
（マイクロデータによる出生率決定要因の検証） 
また、出生率の決定要因を推計する方法として、マイクロデータを用いた方

法もある。前節でみたように、人口経済学では出生に関する家計の意思決定を

明示的にモデル化している。従って、本来出生率の決定要因を探るためには、

家計レベルのデータを利用し、家計の異質性を十分コントロールしながら検証

していくことが望ましい。 
マイクロデータを用いた研究には、一定期間の出産確率や結婚確率あるいは

結婚・出産時における就労継続確率の決定要因などを分析する研究が多い。デ

ータソースとしては「消費生活に関するパネル調査27」（家計経済研究所）、「女

性の結婚・出産と就業に関する実態調査」（医療経済研究機構・経済と社会保障

に関する研究会）28、「出生動向基本調査」（国立社会保障・人口問題研究所）、「国

民生活基礎調査」、「就業構造基本調査」（いずれも厚生労働省）などがよく利用

されている。 

                                                 
26 Kramer and Neusser (1984)は、賃金の算出における貨幣単位を例えば 10 分の 1 ドル、100
分の 1 ドルに変えると推定結果が変化することを示した。 
27 この調査をもとに家計経済研究所は毎年調査報告を公表している。この調査によるデー
タを用いた実証研究を集めた文献として、樋口・岩田（1999）がある。 
28 この研究会における「女性の結婚・出産と就業に関する実態調査」や「国民生活基礎調
査」を用いた研究成果をまとめたものとして岩本（2001）がある。 



 マイクロデータには一時点においてサンプルを無作為抽出したクロスセクシ

ョン・データと、無作為抽出したサンプルを複数年次にわたって追跡調査した

パネルデータがある。「出生動向基本調査」、「国民生活基礎調査」、「就業構造基

本調査」は全国的な傾向を把握できるという点で有用性が高いものの、同一サ

ンプルの追加調査を実施してはいない。一方、「消費生活に関するパネル調査」

は 1993 年から毎年調査が継続され、昨年度で 10 年分の蓄積が実現している。

回答者の欠落も比較的少ないため非常に有用性の高いデータの一つである。し

かし、例えば企業の育児支援については、詳しい変数を含んでいない。「女性の

結婚・出産と就業に関する実態調査」は、1997 年 8 月 1 時点における調査29であ

るものの、育児休業制度の有無をはじめ、育児支援のための企業の様々な雇用

制度についての質問項目に加えており、より詳細に政策変数の効果を検討する

ことができる。 
 
（女性の就業と出生率 1－クロスカントリー・データによる事実） 
次に女性の就業と出生率の間の関係をチェックしておこう。 
まず、クロスカントリー・データで両者の関係を示したのが、図表11－1であ

る。これは、15－64歳人口に占める女性労働力率と合計特殊出生率の時系列デ

ータ30を国際比較したものである。これによると、女性の高い労働力率と高い出

生率が両立可能であることが見てとれる。日本、スペイン、ドイツ、イタリア

のように女性労働力率が上がるにつれて出生率が落ち込む国々も多いのに対し

て、スウェーデン、ノルウェー、アメリカのように出生率が逆に増加するグル

ープや、フランス、オランダのようにいったんは出生率が落ち込み、女性の労

働力率が高まるにつれて回復に向かったグループもある。 
 2001年時点での日本の15－64歳人口に占める女性労働力率は64.4%である。図

表11－1によると、6割を超えるあたりから出生率が回復する傾向にあるように

見える。フランスやオランダの出生率が反転したのも、女性の労働力率が6割を

超えてからであった。 
図表11－1では、全てのデータが利用可能であって、人口規模の大きい国のみ

を扱った。一方、図表11－2は全てのデータをプールして2次曲線を当てはめた

ものである。やはり女性の労働力率が6割を超えるあたりから、出生率は穏やか

に回復する傾向があることが分かる。 
こうした傾向が見られる背景として、次のような要因が考えられる。女性の

                                                 
29 ただし、調査時点における既婚女性は、結婚時期とその時点における就業に関する情報
を提供しており、独身女性については調査時点の 2 年前時点の就業に関する情報を得るこ
とができる。 
30 1981, 1986, 1991, 1996, 2001 年のすべてのデータが利用可能な OECD 加盟国を対象にした。
それぞれの国について、始点（1981 年のサンプル）は白抜きにしてある。 



労働力率が低い水準にあると、働く女性が増えるほど育児の機会費用が増大し、

出生率は低下する。しかし、女性の労働力率がある程度高くなると機会費用を

低下させるための施策が企業、自治体、政府により実施され、出生率が下げ止

まり、増加に転じるケースも少なくなくなる。 
 ここで注意しなければならないのは、ここでチェックしたのは出生率と女性

の労働力率の相関関係であり、因果関係ではない点である。例えば、女性の賃

金が子供の機会コストを引き上げると同時に、ダグラス・有沢の法則を通じて、

女性の就業を促進するなど、女性の賃金要因が両者に内在している。この論文

では深く立ち入らないものの、女性の賃金の長期上昇トレンドは、労働市場に

おける需給関係の変化（サービス化など）などから説明されうる。 
 
（女性の就業と出生率 2－日本の実証分析） 
次に、日本では、女性の就業が出産を抑制するかどうかについて、すでに多

くの実証分析がある。結論としては女性の就業が出産に影響がないとする実証

結果は見当たらず、ほぼ全ての実証結果において女性の就業により出産は抑制

されることが示されている31。 
Ohbuchi(1988) は、1950 年から 1983 年におけるマクロデータを用いて、合計

特殊出生率と既婚女性の就業率との間には明確な負の相関があることを示して

いる。さらに、大沢（1993）も、1960 年代から 1980 年代までの出生率を分析し、

女性の就業確率と出生率との間の負の相関を見いだしている。小椋・ディーク

ル（1992）は、70 年から 85 年までの都道府県別レベルのデータを用い、女性の

労働市場32への進出や高学歴化が進んでいる都道府県ほど、結婚・出産が押し下

げられていることを実証している。 
 一方、女性の就業と出生率の関係については、マイクロデータを用いた実証

研究も蓄積されている。滋野（1996）は、やはり女性の就労は出産を抑制する

という結果を示した上で、雇用形態別にみると、フルタイム雇用の女性の方が、

パートタイム雇用33の場合よりも、出産確率を押し下げることを明らかにしてい

                                                 
31 Ohbuchi (1982)では出産可能な年齢における既婚女性の労働力率は、出生率に対する説明
力を持たないという結果を得ている。 
32 日本の女性の労働力率は現在よりも 1960 年代のほうがむしろ高かった。当時の女性の雇
用は自営業が大半を占め、自分の時間管理について自己裁量が大きく、就労が出産の意思
決定に与える影響が比較的小さかった。女性の雇用労働力率は 60 年以降増加傾向にあり、
時間の自己裁量が小さい女性の労働者が増えていることも考慮されなければならない。 
33 井口（1999）は、パートタイムにおける雇用制度を欧米諸国と比較し、日本の社会保障
制度、課税制度の遅れを指摘している。フルタイム労働は頻繁な転勤や長時間の残業等、
育児と就労の両立を妨げており、フルタイム・パートタイム両者の労働条件・待遇の格差
を是正し、社会保障・税制整備などの総合的な政策の必要性を主張している。八代（1998）
も出生率低下の原因として女性の雇用形態の影響が強いことを指摘し、日本的雇用慣行が



る。さらに松浦・滋野（1996）は、既婚女性を年齢階層別に分け、妻の賃金等

をコントロールした上で、妻がホワイトカラーである場合、いずれの年齢階層

でも出産確率を押し下げることを確認している。この結果はフルタイム、ホワ

イトカラーについては、労働時間に自己裁量が小さいことが影響している可能

性がある。 
 また、出産後に別の企業に就職する場合、日本的な年功序列賃金制度の下で

は、出産・育児のための就業中断の機会費用が高くなる。そのため、育児休業

制度の充実など就業中断による悪影響を緩和する企業の諸制度が日本では特に

重要である34。樋口（2000）は企業の育児支援制度の充実度を代替する変数35が

女性従業員に占める出産経験者の割合を有意に高めていることを指摘している。

また、育児休業の取得者割合が、育児制度の充実だけでなく、女性従業員の割

合や過去の取得者に依存しており、企業によっては育児休業制度があっても利

用できない現実があることが浮き彫りにしている。育児休業については政策的

含意の検討を含めて、次節でもう一度取り上げる。 
 
（夫と妻の賃金水準、世代間所得移転と出生率） 
次に、夫婦の賃金水準が出生率に及ぼす影響については、概ね理論と整合的

でありながら、理論と逆の結果を示した研究も存在する。 
女性の賃金の上昇が、出産・育児の機会費用を高め、出産確率を低めるとい

う経路の検証については、概ね肯定的な結果が多い。例えば、滋野（1996）、大

沢（1993）は女性賃金と出産確率との間に負の関係を見い出している。小椋・

ディークル（1992）でも 20 代の女性を除いて同様の結果が得られている。他に

も、高山（1999）は、女性の賃金水準が高い都道府県では、出生率が低いこと

を明らかにしている。 
一方、Ohbuchi(1982) は、1954 年－1980 年のデータを用いて女性賃金の上昇

は出生率の低下とは相関していないことを示している36。ただし、就労していな

い限り賃金は観察されないため、本当に高い賃金が出産確率を押し下げる効果

を持っているかを検証するためには統計手法が吟味されなければならない。そ

の点については後述する。 
次に、夫の賃金水準については、やはり夫の賃金が高くなるほど出生率、子

供数ともに高くなることを否定する分析結果は見当たらない。例えば、都道府

                                                                                                                                               
出生率回復の大きな障害となっていることを指摘している。 
34 新谷・岩澤（1999）は教師の出生率が高いのは、その勤務形態がフレクシブルであるか
らだとしている。 
35 子がいる場合の育児休業の許可制度、フレックスタイム制、出産後の賃金保障等の制度
の存在等をダミー変数としてコントロールしている。 
36 ただしこの研究は丙午以外の年毎の時系列的要因をコントロールしていない。 



県別の時系列データを用いた高山（1999）は、男性の賃金水準が高いほど、出

生率は高いことを示している。これは子供が正常財であるという理論と整合的

であるといえる。 
また、世代間所得移転比率が高いほど、出生率は高い。Ohbuchi(1982)は両親

の所得水準と比較して、息子の所得水準が高いコーホートほど出生率が高いこ

とを示している。さらに、Ohbuchi(1988)は、出生率に対して男性の賃金そのも

のは有意には働いておらず、前年に対する今年の男性賃金の変化率が正の影響

を持つという結果を得ている。これらの研究によると、低成長の下では出生率

が低くなることは必然的な結果といえそうである。また、八代（1998）も、家

計の所得が多いほど子供の数は多いものの、やはりホワイトカラーである場合

は子供数が少なくなり、自営の場合は子供の数は多くなる傾向があるという結

果を示している。 
 
（教育水準と出生率） 
次に取り上げたいのが、教育水準が出生率に与える影響である。出産や結婚

の決定要因を説明する実証研究の中で、教育水準を明示的に説明変数として組

み込んだ研究の蓄積は多くない。 
結婚後に仕事を継続するか否かについて検証した滋野・大日（1998）、森田・

金子（1998）、山田（2000）では、いずれも教育水準は就業継続について有意な

変数とはなっていない。 
また、コーホート別に分析を実施したものとして白波瀬（1999）がある。ア

メリカのデータを用いた実証結果と異なって、日本では、結婚や出産に対して

女性の教育水準よりも年齢のほうが重要な決定要因となっていることを結論付

けている。さらに、出生率への影響については大学卒の場合を中学卒の場合と

比べると 19％出産確率が低く、さらに専門管理職の夫と結婚した場合は、25％
も出産確率が低いという結果を得ている。これは、やはり高学歴の女性のほう

が出産・育児に関する機会費用が大きい点が影響している。 
 
（女性の賃金・教育水準と出生率―統計的問題） 
以上検証した、女性の賃金や教育水準が出生率に与える影響については、い

くつかの統計的問題を克服しなければならない。 
まず、賃金については、当然ながら就労していない限り賃金が観測されない

ため、高い賃金が本当に就労を促すか否かを実証するためには、統計的手法を

十分に吟味しなければならない。縄田・井伊（2002）は、賃金関数を推定する

に当たって女性の就労行動を分析する際にしばしば用いられる Heckman の二段

階推定法やプロビットでは漸近有効推定量が得られていないことを指摘してい



る。その上で、就労関数と賃金関数を同時に推定した同時最尤法、あるいはト

ービットの誘導形37を独自に採用した分析を実施している。中でも、同時最尤法

を用いた分析では、女性の賃金が高いと就労確率を高めることを示しており、

プロビットよりも推定結果は頑強であるとしている。 
この分析で注目されるのは、賃金をコントロールすると大卒であることが就

労確率を有意に低めている点である38。高学歴であることが就労確率を押し下げ

ているという点は山上（1999）39でも確認されている。これは、高学歴を持つ女

性は、出産を目的として一旦労働市場を離れると、再び再就職する確率は低い

ことに起因している可能性がある40。 
今後教育水準の高い女性が増加していくことが予測されている。それが出生

率に与える影響は複雑である。教育水準の高い女性は晩婚である確率が高い。

しかし、晩婚であることが生涯で出産する子供の数を少なくするとは必ずしも

言えない。更に、統計手法の吟味の問題を考えると高学歴・高所得であること

が出産・育児の機会費用を高め、既婚女性の出産確率を低めるという経路も必

ずしも実証されているとはいえない。 
しかし、結婚・出産を不可分と考える風潮が強い日本では、結婚する段階で

高い機会費用が意識され、結婚そのものを躊躇させている可能性がある。育児

と仕事の両立という選択肢がはじめから排除されている可能性が高い。高学歴

の女性が増えていく中で、企業、自治体、政府の育児支援が進まず、育児と仕

事の両立が容易にならなければ、婚姻率が更に低下する一因となる恐れがある。 
 
（子育て費用と出生率） 
 理論モデルにおいて、女性の就業や賃金の上昇と並んで、出生率決定の大き

な要因とされるのが子育て費用の増加である。上で議論した「質・量モデル」

では、出産する子供の数と、子供一人当たりのシャドープライスは家計にとっ

て内生的に決定されるため、両者はトレードオフの関係にある。 
 日本では、Ohbuchi (1988)や松浦・滋野（1996）が、やはり統計的に負の関係

を見いだしている。森田（2004）は、「女性の就労と子育てに関する調査」を用

いて、食費・医療費・教育費など子育て全般にかかる費用（養育費）や、塾や

習い事にかかる選択的な費用（通塾費）が出生行動に与える影響を検証してい

る。出生行動と子育て費用の同時性も考慮した結果、養育費や通塾費が高い世

                                                 
37 縄田（2003）は、通常のトービットモデル（制限従属変数モデル）との比較をしている。 
38 ただし、トービットモデルを用いた推計では、大卒であることが就労を促すことが確認
されている。 
39 ただし、山上（1999）の実証結果では短大卒であることが就労確率を低めることは確認
したものの、四大卒では係数の符号がマイナスでありながら有意ではなかった。 
40 樋口（2000）、永瀬（1996）を参照。 



帯ほど、予定子供数が少ないことを明らかにしている。また、世帯所得や親の

教育水準が高いほど、予定子供数、養育費、通塾費が高いことも示している。 
 
（住宅事情、通勤時間と出生率） 
 他に出生率を決定する要因として注目されるのが、住宅事情や通勤時間であ

る。子供数が増えると、住宅規模の拡大や住居設備の向上が必要になる。住宅

コストの高さが出生率を引き下げることが既存研究によって指摘されている。 
 廣嶋（1999）は、家賃の高さが出生率の抑制要因になっていることを示して

いる。また、浅見（1999）は二人目の子供を出産することに伴って、住居コス

トが高くなる傾向がある点を指摘し、それが 2 人以上を出産することの抑制要

因となっている可能性があることを指摘した。また、駿河・七条・張（2000）
は、夫の通勤時間が短いほうが出生確率を高めることを示している41。また、い

ずれの実証結果も都市部になるほど、出生確率が引き下げられる傾向があるこ

とを示している。 
 
（出生順位、子供の数と出生率） 
 さらに、子供の数別に出生率の要因分析を行った研究もある。第 1 子の決定

要因とそれ以降の子供数の決定要因は異なる可能性が高いからである。 
 子供の数の決定要因を出産の順序ごとにパネルデータを用いて分析した研究

として、濱本（1999）がある。その分析結果によると、第 1 子の誕生によって、

妻の就業変化が生じ、家計の収入水準を大きく低下させるのに対し、第 2 子、

第 3 子の誕生によって収入水準はあまり変化しない。しかし、妻が就業を継続

する場合には第 1 子の誕生によって家計の収入水準はあまり変化しないのに対

し、第 2 子の誕生によって大きく低下する傾向がある。 
 日本の世帯当たりの平均子供数は約 2 人である。第 2 子を出産する世帯の減

少傾向は鈍化しつつあるものの、第 3 子以上の減少傾向は著しい。未婚化、無

子化が日本の出生率低下の原因として注目されがちである中で、3 人以上の子供

を持つ家計の減少も見過ごされてはならない現象だといえる。 
 
（出生率の将来動向についてのシミュレーション） 
以上のように、出生率決定要因をそれぞれ検証する実証研究のほかに、出生

率、結婚確率だけでなく、さまざまな経済変数を含んだ同時決定マクロモデル

を構築し、将来動向のシミュレーションした研究がある。 
 高山他（2000）は、都道府県の合計特殊出生率を被説明変数とする推定を行

                                                 
41 前述の出産と就業の同時決定性に配慮して Bivariate probit モデルを用いた樋口（2000）の
分析では夫の通勤時間は負であるものの、有意ではなかった。 



い、これまで議論してきた出生率の決定要因を説明変数とした分析を行ってい

る。まず、25－29 歳の男性の賃金はやはり有意に正となっている。25－29 歳の

女性の賃金は有意に負であり、理論研究と整合的である。しかし、教育費が高

い都道府県において出生率が低い傾向は統計的に確認されなかった。 
また、婚姻率については正の符号をとっているが有意ではない。しかし、平

均初婚年齢については有意に正の値となっており、晩婚化が出生率の低下要因

になってはいないという見解を支持している。世代間所得移転の実収入に占め

る割合は有意に正の値をとっており、将来子供から養ってもらうという意識が

弱くなると、子供数は減少する傾向にあることを示している。居住費は、やは

り有意に負の影響となっている。さらに、保育園定員数は、出生率に対して正

となっている一方、幼稚園定員数については有意に負の値をなっている。 
また、加藤（1999）は、出生率部門、結婚部門、労働市場部門、マクロ経済

部門に分けて 58 本の方程式体系から構成されるモデルを構築し、シミュレーシ

ョンを行っている。その結果、保育所定員数を現在の水準から 5 割増加させる

と合計特殊出生率を 0.09 ポイント引き上げる効果があること、家賃・教育費用

の水準を 3 割引き下げると、合計特殊出生率をさらに 0.18 ポイント引き上げる

ことを示している。 
さらに、小川他（2003）は、人口・経済・社会保障部門の 3 つに分けてマク

ロモデルを構築し、出生率の将来動向を予測している。推計結果によると、女

性の大学進学率が上昇することにより、晩婚化・未婚化が持続し、国立社会保

障・人口問題研究所の将来推計よりも出生率の低下傾向が長く持続するとして

いる。これは女性の育児と仕事の両立が難しい現状の下で、女性の教育水準が

今後上昇していくことを考慮すると、女性の出産に対する機会費用は更に大き

くなり、晩婚化だけでなく未婚化を一層促すというメカニズムが働くからであ

ろう。 
 

（就業と育児・出産の二者択一がもたらす弊害） 
 以上の実証研究のサーベイを踏まえて、女性の結婚・出産の決定要因につい

て、経済的側面に注目してまとめたい。 
 女性の経済水準は結婚・出産のプロセスの中で大きく変化する。大学等の高

等教育を終えた後に就職し、すぐに就業を中断することは、教育を将来の収入

を増やす目的の投資行動と考えたときには合理的とはいえない。なぜならば高

額な授業料と機会費用を支払ったために、高等教育を受けた人ほど就業期間は

長くなるほうが合理的だからである。晩婚化はこうした状況を反映した事態で

あるとみることもできる。 
 しかし、阿部（1999）によると、近年の晩婚化の影響に関わらず、女性は教



育投資を回収しきれていないという。つまり、卒業後の就労期間が非大卒者に

比べて長いとはいえず、結婚後に就労を続ける確率も十分に高くはないためで

ある。 
高等教育を受ける女性の比率は近年高まっており、従来の文科系の学部から

理工系や法律・経済等のより実用的な専攻をすることが多くなっている。しか

し、日本の雇用慣行は結婚・出産と就業継続を二者択一の問題にしており、結

婚後に就業を継続できない女性が多い。実際、八代他（1997）、Oyama (2001)は、

女性の労働市場参加確率と出産確率は同時決定的であるという実証結果を示し

ている。前者と後者をそれぞれ被説明変数とする回帰分析を行い、それぞれの

誤差項の間の相関を調べると、有意に負という結果が出ている。 
このことは人的資本の観点からも非効率的である。企業にとっては、女性の

高学歴化の進展に伴って、女性の労働力を活かすために硬直的な雇用関係を改

める必要性が高まっていることを意味している。近年の女性の高学歴化は、出

産と育児に関わる女性の負担を社会がサポートしていく必要性を大きくしてい

ることは確かであろう。 
次節では、女性の就業と育児・出産の両立を可能にする政策をはじめ、出生

率の回復のために政策的介入が可能な分野を検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4．出生率引上げのための諸政策の効果 
 
（出生率引上げのための諸政策の政策評価における留意点） 
 前節までの実証分析のサーベイを踏まえ、本節では、出生率引上げのための

諸政策の効果に関する実証研究をまとめる。 
 出生率を引き上げるための政策としては、(1)児童手当、育児休業中の所得補

償等の家計を対象にした政策、(2)保育サービスの充実を対象にした政策、(3)育
児休業制度の整備など企業を対象とした政策などが考えられる。こうした政策

変数の効果を正確に測定することは、従来はデータの制約があり困難であった。

しかし最近のパネルデータの整備や推定方法の進歩によって、政策評価を中心

課題とした研究も少しずつ蓄積され始めている。 
 政策変数を扱う際には検定方法に注意しなければならない点が多い。政策の

効果を実証分析により分析する上でしばしば問題となるのが、サンプル・セレ

クション・バイアス（sample selection bias）と内生性（endogeneity）の問題であ

る。 
 サンプル・セレクション・バイアスとは、標本に分析者が意図しない共通の

属性がある場合に生じる、標本の偏り（bias）を指している。例えば、保育政策

の効果を検証する場合にも、分析対象を子供がいる家計に限定した場合、子供

がいる家計は母親が就労していない確率が高いため、保育サービスの充実によ

って出産が促される効果は過小評価される。これは女性の労働供給関数の推定

においても典型的な問題であり、就業していない女性を無視することで推定結

果に偏りが生じる。 
 また、内生性の問題とは、被説明変数と説明変数の間に同時決定性がある場

合に推定結果にはバイアスが生じることを指す。例えば、保育サービスの充実

が女性の労働供給を促進するかどうかを検定する場合には、女性の労働力率が

高くなることで、保育サービス施設が充実しているという経路も考えられるた

め、推定結果にはバイアスが生じてしまう。このように、政策変数にはしばし

ば内生性があり、以下で取り上げる文献もこうした問題を克服しているとは言

い切れない研究もある（清水谷・野口（2004））。 
 
（就労と出産・育児両立のための政策） 
 出生率の低下を抑えるための政策として、まず注目されるのが就労と出産・

育児の両立支援を目的とした政策である。しばしば注目されるのが日本の女性

の雇用労働力率はＭ字型の形状であり、結婚・出産退職に起因している42。つま

り、国際的にも特異なＭ字型の女性の雇用労働力率は、結婚・出産退職が依然
                                                 
42 樋口・岩田（1999）、大沢（1993）等を参照。 



として多く結婚・出産の機会費用が大きい現状を表しているといえる。 
2003 年 9 月に施行された少子化社会対策基本法では、第 2 章「基本的施策」

として、育児休業制度の充実など出産・育児をする者の雇用環境の整備43と保育

サービスの充実44が挙げられている。育児・出産休業制度だけを充実させること

は、企業にコストを強いることになり、結果として女性の雇用やキャリアの追

求が不利になりかねない。また、都市部の低年齢児に見られる「待機児童問題」

と低年齢児受け入れによる多大な財政負担を考慮すると、逆に保育サービスだ

けに特化することも現実的ではない。したがって両者を補完的に活用していか

ねばならない。 
 
（育児休業制度の効果） 
 まず、育児休業制度の効果については、育児休業制度45が企業に存在すれば出

産後の就業継続を促す点で、概ね見解が一致している。特に就業継続を促す効

果は強く、数多くの実証分析が蓄積されている46。 
 しかし出産については、育児休業制度のある企業のほうが一定期間中に出産

する女性の割合は高いことは実証されている47ものの、サンプル・セレクショ

ン・バイアスが生じている可能性が残っており、パネルデータを用いた分析で

は出産を促す効果が統計的に確認できないとする研究が多い48。また、結婚につ

いても育児休業制度がある企業で結婚確率が高いことは確認されていないのに

対し、「再雇用制度」がある企業については結婚が促されるという実証結果があ
                                                 
43 「育児休業制度等子どもを生み、育てる者の雇用の継続を図るための制度の充実、労働
時間の短縮の促進、再就職の促進、情報通信ネットワークを利用した就労形態の多様化等
による多様な就労の機会の確保その他必要な雇用環境の整備のための施策を講ずるものと
する」とある。 
44 「子どもを養育する者の多様な需要に対応した良質な保育サービス等が提供されるよう、
病児保育、低年齢児保育、休日保育、夜間保育、延長保育及び一時保育の充実、放課後児
童健 全育成事業等の拡充その他の保育等に係る体制の整備並びに保育サービスに係る情
報の提供の促進に必要な施策を講ずるとともに、保育所、幼稚園その他の保育サービスを
提供する施設の活用による子育てに関する情報の提供及び相談の実施その他の子育て支援
が図られるよう必要な施策」とある。 
45 一口に育児休業制度といっても様々であり、詳細はそれぞれの実証分析を参照されたい。 
46 ここで取り上げた研究の他には樋口・阿部（1992）、富田（1994）等がある。阿藤（2003）
によると、育児休業については長ければ良いというものではない。ドイツでは 3 年間の育
児休業が可能であるものの、3 歳未満の子供に対する育児サービスの供給が不十分になった。
3 年間の育児休業は企業にとって過大な負担となるため、結果として育児・出産の二者択一
の問題を女性に対して強いる結果となり、出生率低下の一因になっている可能性がある。 
47 駿河・西本（2002）は法定された育児休業制度によって、女性雇用者に占める出産経験
者の比率が高まることを明らかにした。森田・金子（1998）は育児休業制度を既婚の正社
員が利用すると、出生数が多くなることを示した。 
48 仕事と育児の両立を希望する女性は始めから育児休業制度のある企業を選んでいる可能
性がある。もしそうであるならば、育児休業制度の効果は過大評価される。 



る（滋野・大日（1999））49。 
このうち、同一企業における就業継続を分析したものとして、樋口（1996）、

樋口・阿部・Waldfogel（1997）、滋野・大日（2001）等がある。いずれも育児休

業制度は就業継続を促すという結果が得られている。滋野・大日（1998）は、「消

費生活に関するパネル調査」を利用し、勤め先の企業が育児休業制度を採用し

ていると、就業継続を促すのに対し、結婚を促進する効果は見られないことを

示している。また、樋口・阿部・Waldfogel（1997）は、日本、イギリス、アメ

リカのパネルデータを用いて国際比較を行い、育児休業制度の存在が出産後の

就業の継続を促す効果は、日本が最も大きいことを示している50。 
また、脇坂（1999）は、育児休業制度を導入した企業のほうが、従業員の女

性比率が低いことから、制度を採用した企業は女性の採用を控えている可能性

があることを指摘している。育児休業制度の存在だけでなく、制度利用の現状

を把握することも必要である点は、樋口（2000）でも確認されている。さらに、

駿河（1999）によると、女性従業員の比率が高く、従業員数が多く、制度利用

後における職業能力維持・向上のための措置がある企業の方が、制度の利用割

合は高い。しかし、企業からの所得補償、休暇期間の退職金への算入がある場

合は逆に利用率は低くなる。 
結婚や出産に対して、育児休業制度と再雇用制度で効果が異なるのは、出産

に際して女性は自身の機会費用だけでなく、自身の出産・育児がもたらす企業

への負担に配慮しているからであろう。再雇用制度については、利用されるケ

ースが少ない上に再雇用後の給与が平均で約 6 割程度に減額されることから企

業のコストが比較的小さい制度である。 
一方、育児休業制度が結婚・出産を促さないという実証結果は、制度を利用

する際に、職場や企業のコストをより意識するからであろう。平成 14 年度「女

性雇用管理基本調査」によると、95.4%以上の事業所において、制度を利用でき

るのは 1 回までという制限をかけており、働きながら 2 人以上の子供を出産す

ることは、他のサポートがない限り非常に難しいのが現状である。 
 

（保育サービス充実の効果） 
 保育サービスの充実が就業や結婚・出産を促進させる効果についてはこれま

で数多くの研究がある。永瀬（1997a）は、市町村別のクロスセクション・デー

タを用いて、0－2 歳児の保育入所率が既婚女性の労働供給を促進する一方、0

                                                 
49 再雇用制度は、出産・育児を目的として一度退職する点で育児休業制度と異なる。詳細
は富田（1994）を参照されたい。 
50 3 国いずれのデータを用いた分析でも、育児休業制度によって、女性の就業継続率と女性
の賃金は高くなる傾向がある点が確認されている。 



歳児保育料は労働供給を抑制することを示している。また、滋野・大日（2001）
は「女性の結婚・出産と就業に関する実態調査」と全国の市町村のクロスセク

ション・データを併せて用いた分析を実施し、結婚後 4 年以降の夫婦について

は児童待機率が高いと第 1 子の出産確率を高まるものの、第 2 子には統計的に

有意ではないという結果を得ている。 
 しかし、これらの分析は市町村特有の要因をコントロールしていないことが

バイアスをもたらしている（クロスセクション・バイアス）可能性は拭えない。

そこで、滋野・大日（1999）はクロスセクション・バイアスを取り除くため複

数年のデータを用いて分析したところ、保育所定員率（6 歳未満人口に占める保

育所定員）が高いと就業が促進されるのに対して、早朝保育実施率や夜間保育

実施率あるいは 0 歳児定員率については頑強な結果を得られなかったとしてい

る。しかし、政策変数である保育サービスの充実度を代替する変数には内生性

がある可能性があり、保育の充実度は就業及び出産と同時決定的であることを

考慮しなければならない。 
 一方、樋口（2000）は都道府県別に保育所数と出生数の相関関係を検証した

ところ、多くの都道府県、特に東京、大阪等の大都市及びその近郊では明確な

関係を確認できなかったとしている。これは、保育サービスの量的な拡充が直

ちに出生を促すわけではないことを示している。 
 また、自治体主体で実施されるファミリーサポートセンター取り組みについ

て分析した研究がある。ファミリーサポートセンター事業とは、女性の育児と

就業の両立を地域の相互扶助活動によって支える事業であり、保育所への送迎

や、就職を目的とした講習会に参加している間の育児といったサービスを提供

している。吉田（1999）は、福岡ファミリーサポートセンター事業の会員アン

ケートを用いて、女性の労働供給を促進する効果があったと考えられる。この

研究は一事業所の一時点のアンケート調査だけを分析しており、この分析結果

が全国的な傾向と一致するかは明らかではない。しかしファミリーサポートセ

ンターは全国で実施されており、実証分析の蓄積により効果的かつ効率的な運

営を実現する一助になろう。 
 
（児童手当制度の効果） 
次に、児童手当の効果について分析した研究を取り上げる。児童手当制度は

子育てによって生じるコストを直接的に補償する政策である。しかし、諸外国

の例を見てもコストに見合う効果があがるという保証はない。ドイツ、オース

トリア、スイスなどは児童手当が厚いにも関わらず出生率が低迷している。し

かし、先進国では高出生率グループに属するフランスは、伝統的に家計に対す

る経済支援を手厚く実施している。ただし、フランスは同時に保育サービスが



充実していることに留意が必要である。 
日本は、先進国のなかで唯一児童手当の支給についても所得制限を設けてお

り、出生を促すための政策ではなく、福祉政策の色彩が強い。そのためか、日

本では、児童手当制度についての実証分析は多くない。 
塚原（1995）は、架空の状況を設定したアンケート調査をもとに、児童手当

が増えた場合の効果を検証している51。その結果、児童手当制度の充実は、妻の

雇用形態に関係なく出生確率を上昇させるとしている。しかし、児童手当制度

が所期の成果を挙げるためには、現行の水準52と比較すると非常に大きい財政的

な負担が生じるため、実現は難しいと指摘している。 
日本の子育てに対する直接的な経済支援（所得税における扶養控除などを含

む）は、英語圏53や南欧諸国と並んで先進国中最低の水準にある。更に給付期間

も大半の欧州諸国は子供が 16 歳になるまで給付されるのに対して、日本では現

在のところ 6 歳までである54。出生率の低下に歯止めがかからない中で、児童手

当の水準あるいは給付方法について、今後議論の余地が残されている。そのた

めには、児童手当制度が出生率に与える影響について、さらに実証分析の蓄積

が必要となろう。 
 

（少子化対策の取り組みと将来の出生率） 
 以上、政策変数に焦点を当ててこれまでの実証分析結果をサーベイした。 
日本では、特に 90 年代以後、政府は「少子化対策」と呼ばれる様々な政策を

打ち出している。92 年には育児休業法が施行され一歳未満の子供を持つ常用雇

用者は 1 年未満の育児休業の権利を持つことになった。さらに、94 年には「エ

ンゼルプラン」の下、認可保育所の増設、ファミリーサポートセンター、学童

保育、幼稚園の預かり保育導入等の保育サービスの充実が図られた。さらに、

99 年には「新エンゼルプラン」が発表され、育児休業中の所得補償が 40％に引

き上げられ、公務員の育児休業期間が三年に延長されるとともに、児童手当の

適用年齢が従来の 3 歳未満から 6 歳までと延長された。さらに、2001 年に開始

                                                 
51 ヴィネット調査と呼ばれる。実際にアンケート結果が現実を反映しているかについては
議論の余地があるものの、実施されていない政策の影響を推測できる点にメリットがある。 
52 2003 年現在、第 1 子、第 2 子は 1 人当たり 1 カ月 5 千円、第 3 子以降については 1 カ月
当たり 1 万円となっている。 
53 特にアメリカ、オーストラリア、カナダの 3 国は出生率を高める政策が乏しいにも関ら
ず出生率が高い。この理由としては、第 1 に労働市場が柔軟であり出産・育児後に職場復
帰が比較的容易であるため機会費用が小さい点、第 2 に、空間的な制約が小さく育児がし
やすい点、第 3 に、出生率の高い移民の受け入れに寛容である点がしばしば挙げられる。 
54 ただし、2004 年度からは支給額は従来のままで、支給期間が小学校 3 年終了時まで延長
される。日本と欧州諸国の子育て支援を比較した文献として福田（2003）がある。 



した「待機児童ゼロ作戦」、2003 年における次世代育成支援対策推進法55の施行、

2004 年度予算に組み入れられた児童手当適用期間の小学校 3 年までへの延長な

ど様々な政策を次々と打ち出してきている。しかし、依然として出生率は下げ

止まっていない。 
こうした諸政策は方向性としては、出生率を低下させる方向にある程度寄与

したであろう。しかし、これまでのところ、出生率の低下を抑える明確な効果

があったとはいえない。 
加藤（2004）は、育児・出産と就業両立支援のための政策が出生率に与える

影響を試算するため、将来の出生率に関するシミュレーションを実施している。

まず、2010 年における女性の有配偶労働力率がベース解56に比べて 5%上昇し、

出産・育児の機会費用が減少したケースでは、2010 年の合計特殊出生率は 1.51
まで回復し、ベース解よりも 0.21 ポイント高い値となると推定している。また、

それに加えて、2010 年における保育所定員率がベース解と比較して 5%保育所定

員の拡大が実現したケースでは、2010 年における合計特殊出生率が 1.56 に回復

すると試算され、これは国立社会保障・人口問題研究所の高位推計の 2015 年に

おける推定値と同水準である 
このシミュレーション結果は、従来日本政府が重点課題としてきた有配偶者

の出産・育児と女性の就業を両立させるための政策をさらに推進していくこと

が不可欠であることを示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 第 1 条として、「この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を
取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、
地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに
地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために
必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって
次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを
目的とする。」とある。 
56 将来女性人口、有配偶女子人口については国立社会保障人口問題研究所の中位推計によ
る。失業率、実質賃金上昇率、大学進学率については 2001 年時点の値を、機会費用につい
ては過去 5 年間の上昇率をもとに算出した将来値を用いている。なお、ベース解の合計特
殊出生率の推計値は国立社会保障人口問題研究所の中位推計とほぼ同水準の値が出ている。 



5．まとめにかえて 
 

1980 年代前半までは日本の出生率は先進国の中ではむしろ高めの水準にあっ

た。しかし、80 年代後半から急速に低下し、90 年は「ひのえうま」の 1.57 を下

回った。少子化の進展に伴い、2007 年には、日本の人口は、第 2 次世界大戦末

期の 1945 年以来、この 200 年余ではじめて減少し始めることが予測されている

（図表 12－1、12－2）。 
日本の出生率は国際比較しても最も低い出生率のグループ57に位置している。

今のところ、出生率の低下の歯止めをかけ、ただちに上昇に導く劇薬があると

は考えられない。国家が強制的に出生率を直接引き上げる政策を実施するより

も、むしろ、それぞれの家計が利用しやすいような多彩な政策メニューを提示

し、それが制度として存在するだけでなく、現実に利用可能にするような環境

や制度の整備が不可欠であろう。それによって、子供を持ちたくても持てない

家計に対する障害が取り除かれることが重要である。 
これは、人口経済学が想定しているように、家計単位で効用関数を仮定し、

結婚・出産の意思決定をしていると考えれば、コンシステントな考え方であろ

う。そうした制度が相乗的に効果を発揮し、出生率の上昇に寄与していくこと

は間違いない。 
本論文のこれまでの議論に基づくと、70 年代以降の出生率低下の主な要因は

未婚率の増加、あるいは部分的には第 3 子出生の減少、さらには晩婚化・晩産

化の進展によるものである。従って、特に、婚姻率と第 3 子の出生確率を高め

るための政策が重要となる。 
しかし、これまでの実証分析のサーベイの結果、婚姻率や第 3 子の決定要因

となりうる政策変数を見つけ出した実証研究は驚くほど少ないことがわかった。

結婚確率については、再雇用制度が結婚確率を高めるという実証研究はあるも

のの、統計手法の吟味は十分とは言えず、そのメカニズムについても不明瞭で

ある。第 3 子については実証研究そのものが蓄積できておらず、最新のデータ

を用いた分析が期待される。 
 また、少子化に関するさまざまな政策を実施した場合、その効果をマイクロ

データで１つ１つ検証し、結果を示していく必要があろう。マクロデータと異

なり、マイクロデータの利用は、家計の異質性をコントロールすることを容易

にし、政策効果をより把握しやすくする。もちろん、セレクション・バイアス

や内生性の問題について十分考慮する必要があるものの、それに対応するミク

ロ計量的手法も開発されてきている。 

                                                 
57 Kohler et. al. (2002)によると、Lowest-Low Fertility という表現をされる南欧諸国と並んで
日本の出生率は先進国の中にあっても最低の水準となっている。 



 出生率を高めるための政策は効果に即効性はなく、ましてや人口構造に与え

る影響は限定的であるといわざるを得ない。といっても、現在の出生率は 70－
80 年先の人口動態を規定する最も重要なファクターであり、日本の将来の経済

構造を決定する最も基本的な要因である。従って、今後も日本の出生率の低下

という、政策的にも学問的にも社会的にも重要なトピックに対して、実証分析

が更に蓄積され、実際の政策に生かされていくことが不可欠であろう。 
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図表1　合計特殊出生率の長期的推移
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（注）　国立社会保障・人口問題研究所ホームページより作成。全ての変数は二年間の移動平均である。

図表2　総人口、粗出生率、粗死亡率の長期的動向
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（注）　国立社会保障人口問題研究所ホームページ 及び厚生労働省統計情報部『人口動態統計』から作成。
出生順位とは，同じ母親がこれまでに生んだ出生子の総数について数えた順序である。総数には出生順位不詳を含む。

図表3　出生順位別出生数
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図表4　合計特殊出生率の要因分析：1925～2000年

1925年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 1995年

～40年 ～60年 ～70年 ～80年 ～90年 ～95年 ～2000年

期　首 5.10 3.65 2.00 2.13 1.75 1.54 1.42 

期　末 4.11 2.00 2.13 1.75 1.54 1.42 1.36 

変化量 -0.99 -1.65 0.13 -0.39 -0.20 -0.12 -0.06 

1925年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 1995年

～40年 ～60年 ～70年 ～80年 ～90年 ～95年 ～2000年

有配偶出生率の変化による影響

総数 -0.39 -1.37 0.08 -0.15 0.17 0.05 0.10 

　年齢別 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15～19 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 

20～24 -0.05 -0.06 0.01 0.01 -0.02 0.00 0.02 

25～29 -0.03 -0.24 0.10 -0.06 0.00 -0.02 -0.01 

30～34 -0.08 -0.50 0.01 -0.07 0.14 0.04 0.05 

35～39 -0.14 -0.41 -0.02 -0.03 0.04 0.03 0.04 

40～44 -0.07 -0.15 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 

45～49 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

出生順位別

第１子 … … 0.07 0.00 0.09 0.08 0.08 

第２子 … … 0.17 -0.08 0.03 0.00 0.04 

第３子 … … -0.01 -0.04 0.05 -0.03 -0.01 

第４子 … … -0.06 -0.02 0.01 0.00 0.00 

　　第５子～ … … -0.08 -0.01 0.00 0.00 0.00 

有配偶率の変化による影響

総数 -0.59 -0.27 0.05 -0.24 -0.38 -0.17 -0.16 

　年齢別 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15～19 -0.14 -0.04 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 

20～24 -0.36 -0.22 -0.02 -0.14 -0.13 -0.03 -0.02 

25～29 -0.07 -0.04 0.04 -0.08 -0.21 -0.10 -0.09 

30～34 -0.02 0.02 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 

35～39 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 

40～44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

45～49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

合計特殊出生率

（注）　国立社会保障・人口問題研究所ホームページより引用。



（注）　厚生労働省統計情報部『人口動態統計』より作成。

図表5 粗婚姻率と粗出生率、第1子粗出生率
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(注) 1930年は内閣統計局『日本帝国人口動態統計』，1950年以降は厚生労働省統計情報部『人口動態統計』による。
各届出年に結婚生活に入ったもの。総数には年齢不詳を含む。

図表6－1　妻の年齢階層別初婚数
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図表6－2　夫の年齢階層別初婚数
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（注）　厚生労働省統計情報部『人口動態統計』により国立社会保障・人口問題研究所が年齢別出生率を基に算出したものであり、
出生数を用いた平均年齢とは異なる。

（注）　国立社会保障人口問題研究所ホームページ及び「第12回出生動向調査」より引用。

図表7－2　妻の年齢階層別平均出生児数
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図表７－1　妻の平均初婚年齢, 第一子出産年齢
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図表８　　出生コーホート別にみた累積出生率

出生年次 30歳時点 35歳時点 40歳時点 45歳時点 49歳時点

1932 1.65 1.96 2.03 2.04 2.04

1933 1.66 1.97 2.05 2.05 2.05

1934 1.64 1.95 2.02 2.02 2.02

1935 1.63 1.94 2.00 2.01 2.01

1936 1.62 1.96 2.03 2.03 2.03

1937 1.62 1.95 2.01 2.02 2.02

1938 1.70 2.03 2.09 2.09 2.09

1939 1.66 1.99 2.04 2.05 2.05

1940 1.61 1.92 1.96 1.97 1.97

1941 1.66 1.96 2.00 2.01 2.01

1942 1.72 2.00 2.05 2.06 2.06

1943 1.72 1.98 2.03 2.04 2.04

1944 1.73 1.98 2.03 2.03 2.03

1945 1.79 2.05 2.10 2.10 2.10

1946 1.66 1.91 1.97 1.97 1.97

1947 1.51 1.75 1.80 1.81 1.81

1948 1.64 1.91 1.97 1.98 1.98

1949 1.61 1.89 1.95 1.96 1.96

1950 1.65 1.96 2.02 2.03 2.03

1951 1.63 1.95 2.01 2.02 2.02

1952 1.60 1.93 2.00 2.01

1953 1.59 1.93 2.01 2.01

1954 1.59 1.94 2.02 2.03

1955 1.53 1.89 1.97 1.98

1956 1.52 1.89 1.97

1957 1.49 1.87 1.96

1958 1.41 1.79 1.88

1959 1.40 1.78 1.88

1960 1.34 1.73 1.83

1961 1.29 1.69

1962 1.23 1.64

1963 1.17 1.58

1964 1.12 1.52

1965 1.06 1.46

1966 1.13

1967 0.91

1968 0.97

1969 0.93

1970 0.89

（注）　国立社会保障人口問題研究ホームページより引用。



,

(注) 一人当たりGDPについては、International  Financial Statisticsを参照。粗出生率については、
United Nations(2000) World Population ProspectsVolume 1を参照。1970年から2000年までの
5年ごとの平均値を使用し、全ての年次をプールした。図表9－2は粗出生率、一人当たりGDPそれ
ぞれの自然対数をとった。

図表9-1 粗出生率と一人当たりGDP
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図表9-2 粗出生率と一人当たりGDP　(自然対数変換)
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結婚持続期間 1977年 1982年 1987年 1992年 1997年 2002年

0 ～　4年 2.08 2.22 2.28 2.14 2.12 1.99

5 ～　9年 2.17 2.21 2.26 2.19 2.12 2.07

10 ～　14年 2.18 2.18 2.2 2.25 2.18 2.1

15 ～　19年 2.13 2.21 2.18 2.18 2.23 2.22

20年以上 2.3 2.2 2.24 2.18 2.19 2.28

総数 2.17 2.2 2.23 2.19 2.17 2.13

標本数 8,129 7,783 7,995 8,295 6,427 6,564

（注）　国立社会保障人口問題研究所　第12回（2002年）出生動向基本調査より作成。

（注）　国立社会保障人口問題研究所　「第12回出生動向基本調査」より作成。

図表10-1　結婚持続期間別　平均予定子供数

図表10－2　平均理想子供数、平均予定子供数
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（注）女性の労働力率（15－64歳人口に占める割合）と粗出生率については、OECD(2002) Labour 
Force Statisticsにおける 1981, 1986, 1991, 1996, 2001年を参照。合計特殊出生率については、
国立社会保障・人口問題研究所ホームページを参照。図表11-2については、OECD各国のデータ
をプールしている。

図表11－2　女性の労働力率と出生率（２）
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図表11－1　女性の労働力率と出生率（1）
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（注）　国立社会保障人口問題研究所ホームページより作成。

（注）　国立社会保障人口問題研究所ホームページより作成。

図表12-1　人口の将来推計（千人）
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図表12－2　合計特殊出生率の将来推計
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